
大気汚染防止法の一部を改正する法律案 

 
（１）特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更 

 現在、解体等工事の施工者が行うべきこととされている特定粉じん排出等作業
（吹付け石綿等が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を
いう。以下同じ。）を伴う建設工事の実施の届出について、解体等工事の発注者又
は自主施工者が行うべきこととする。 

 

（２）解体等工事の事前調査の結果等の説明等 

 解体等工事の発注者から解体等工事を請け負う受注者は、当該工事が特定工事
（特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。）に該当するか否かの調査結果及
び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所
に掲示しなければならないこととする。 

 

（３）報告及び検査の対象拡大 

 都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事
の発注者・受注者又は自主施工者を、また都道府県知事等による立入検査の対象
に解体等工事に係る建築物等を、それぞれ加える。 

 
○ 建築物等の解体現場等から石綿が飛散する事例及び建築材料に石綿が使用され
ているかどうかの事前調査が不十分である事例が確認されるとともに、立入検査権
限の強化、事前調査の義務づけ、大気濃度測定の義務化の必要性等について地方
公共団体から要望。 

 

○ 東日本大震災の被災地においても、石綿を用いた建築材料が使用されている建築
物や煙突内部の石綿除去工事、解体工事において、石綿の飛散事例が確認。 

 

○ 昭和31年から平成18年までに施工された、石綿使用の可能性がある鉄骨造や鉄 
  筋コンクリート造の建築物の解体等工事は、平成40年頃をピークに全国的に増加｡ 
 

○ 平成18年の大気汚染防止法の改正法の附則において施行後5年を経過した場合

に検討を行うこととされているところ。 

改正の必要性 

建築物の解体等時における石綿の飛散防止対策の更なる強化が必要 

改正内容 

施行期日：公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 
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大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

ば
い
煙
の
排
出
の
規
制
等
（
第
三
条
―
第
十
七
条
の
二
）

第
二
章

ば
い
煙
の
排
出
の
規
制
等
（
第
三
条
―
第
十
七
条
の
二
）

第
二
章
の
二

揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
の
規
制
等
（
第
十
七
条
の
三

第
二
章
の
二

揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
の
規
制
等
（
第
十
七
条
の
三

―
第
十
七
条
の
十
五
）

―
第
十
七
条
の
十
五
）

第
二
章
の
三

粉
じ
ん
に
関
す
る
規
制
（
第
十
八
条
―
第
十
八
条
の
二
十

第
二
章
の
三

粉
じ
ん
に
関
す
る
規
制
（
第
十
八
条
―
第
十
八
条
の
十
九

）

）

第
二
章
の
四

有
害
大
気
汚
染
物
質
対
策
の
推
進
（
第
十
八
条
の
二
十
一

第
二
章
の
四

有
害
大
気
汚
染
物
質
対
策
の
推
進
（
第
十
八
条
の
二
十
―

―
第
十
八
条
の
二
十
五
）

第
十
八
条
の
二
十
四
）

第
三
章

自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
許
容
限
度
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十

第
三
章

自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
許
容
限
度
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十

一
条
の
二
）

一
条
の
二
）

第
四
章

大
気
の
汚
染
の
状
況
の
監
視
等
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条

第
四
章

大
気
の
汚
染
の
状
況
の
監
視
等
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条

）

）

第
四
章
の
二

損
害
賠
償
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
五
条
の
六
）

第
四
章
の
二

損
害
賠
償
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
五
条
の
六
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
二
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

附
則

附
則
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（
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
実
施
の
届
出
）

（
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
実
施
の
届
出
）

第
十
八
条
の
十
五

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
伴
う
建
設
工
事

第
十
八
条
の
十
五

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
伴
う
建
設
工
事

（
以
下
「
特
定
工
事
」
と
い
う
。
）
の
発
注
者
（
建
設
工
事
（

（
以
下
「
特
定
工
事
」
と
い
う
。
）
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者

他
の
者
か
ら
請
け
負
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
注
文
者
を
い
う

は
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
開
始
の
日
の
十
四
日
前
ま
で

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
工
事
を
請
負
契
約
に
よ
ら
な
い
で

に
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項

自
ら
施
工
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
工
事
の
発
注
者
等

を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
開
始
の
日
の

災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
特
定
粉
じ
ん
排
出
等

十
四
日
前
ま
で
に
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

。

い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
特
定

粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
工
事
を
施
工
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三
～
七

（
略
）

二
～
六

（
略
）

２

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
等
排

２

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
排
出

出
作
業
を
伴
う
特
定
工
事
の
発
注
者
等
は
、
速
や
か
に
、
同
項

等
作
業
を
伴
う
特
定
工
事
を
施
工
す
る
者
は
、
速
や
か
に
、
同

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
解
体
等
工
事
に
係
る
調
査
及
び
説
明
等
）

第
十
八
条
の
十
七

建
築
物
等
を
解
体
し
、
改
造
し
、
又
は
補
修

す
る
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
（
当
該
建
設
工
事
が
特
定
工
事
に

該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
解
体
等
工
事
」
と
い
う
。
）
の
受
注

者
（
他
の
者
か
ら
請
け
負
つ
た
解
体
等
工
事
の
受
注
者
を
除
く

。
次
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当

該
解
体
等
工
事
が
特
定
工
事
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
調

査
を
行
う
と
と
も
に
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
解
体
等
工
事
の
発
注
者
に
対
し
、
当
該
調
査
の
結
果
に
つ

い
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し

て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

解
体
等
工
事
が
特
定
工
事
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
八
条
の

十
五
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他

環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
記
載
し
て
、
こ
れ
ら
の
事

項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
解
体
等
工
事
の
発
注
者
は
、

当
該
解
体
等
工
事
の
受
注
者
が
行
う
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

に
要
す
る
費
用
を
適
正
に
負
担
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
調
査
に

関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
調
査
に
協
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

解
体
等
工
事
を
請
負
契
約
に
よ
ら
な
い
で
自
ら
施
工
す
る
者

（
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
自
主
施
工
者
」
と
い
う
。

）
は
、
当
該
解
体
等
工
事
が
特
定
工
事
に
該
当
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
つ
た
者
は
、
当

該
調
査
に
係
る
解
体
等
工
事
を
施
工
す
る
と
き
は
、
環
境
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
調
査
の
結
果
そ
の
他
環
境
省

令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
解
体
等
工
事
の
場
所
に
お
い
て
公

衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
十
八
・
第
十
八
条
の
十
九

（
略
）

第
十
八
条
の
十
七
・
第
十
八
条
の
十
八

（
略
）

（
発
注
者
の
配
慮
）

（
注
文
者
の
配
慮
）

第
十
八
条
の
二
十

特
定
工
事
の
発
注
者
は
、
当
該
特
定
工
事
を

第
十
八
条
の
十
九

特
定
工
事
の
注
文
者
は
、
当
該
特
定
工
事
を

施
工
す
る
者
に
対
し
、
施
工
方
法
、
工
期
、
工
事
費
そ
の
他
当

施
工
す
る
者
に
対
し
、
施
工
方
法
、
工
期
等
に
つ
い
て
、
作
業

該
特
定
工
事
の
請
負
契
約
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
作
業
基

基
準
の
遵
守
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
条
件
を
付
さ
な
い
よ
う

準
の
遵
守
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
条
件
を
付
さ
な
い
よ
う
に

に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
二
十
一
～
第
十
八
条
の
二
十
三

（
略
）

第
十
八
条
の
二
十
～
第
十
八
条
の
二
十
二

（
略
）

（
地
方
公
共
団
体
の
施
策
）

（
地
方
公
共
団
体
の
施
策
）
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第
十
八
条
の
二
十
四

（
略
）

第
十
八
条
の
二
十
三

（
略
）

２

地
方
公
共
団
体
は
、
事
業
者
に
対
し
、
第
十
八
条
の
二
十
二

２

地
方
公
共
団
体
は
、
事
業
者
に
対
し
、
第
十
八
条
の
二
十
一

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提

供
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
住
民
に
対
し
、
有
害
大

供
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
住
民
に
対
し
、
有
害
大

気
汚
染
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
知
識
の
普

気
汚
染
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
知
識
の
普

及
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
二
十
五

（
略
）

第
十
八
条
の
二
十
四

（
略
）

（
報
告
及
び
検
査
）

（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
十
六
条

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の

第
二
十
六
条

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
ば
い
煙
発
生
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
、
特
定
施
設
を
工

り
、
ば
い
煙
発
生
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
、
特
定
施
設
を
工

場
若
し
く
は
事
業
場
に
設
置
し
て
い
る
者
、
揮
発
性
有
機
化
合

場
若
し
く
は
事
業
場
に
設
置
し
て
い
る
者
、
揮
発
性
有
機
化
合

物
排
出
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
を

物
排
出
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
を

設
置
し
て
い
る
者
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
者
若
し
く
は
解
体
等
工

設
置
し
て
い
る
者
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
者
若
し
く
は
特
定
工
事

事
の
発
注
者
若
し
く
は
受
注
者
、
自
主
施
工
者
若
し
く
は
特
定

を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
ば
い
煙
発
生
施
設
の
状
況
、
特
定
施

工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
ば
い
煙
発
生
施
設
の
状
況
、
特

設
の
事
故
の
状
況
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
状
況
、

定
施
設
の
事
故
の
状
況
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
状

一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
状
況
、
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
状

況
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
状
況
、
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設

況
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
の

の
状
況
、
解
体
等
工
事
に
係
る
建
築
物
等
の
状
況
、
特
定
粉
じ

報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
ば
い
煙
発
生
施
設
を
設
置

ん
排
出
等
作
業
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
、

し
て
い
る
者
、
特
定
施
設
を
工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
設
置
し



- 6 -

又
は
そ
の
職
員
に
、
ば
い
煙
発
生
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
、

て
い
る
者
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
を
設
置
し
て
い
る

特
定
施
設
を
工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
設
置
し
て
い
る
者
、
揮

者
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
若
し
く
は
特

発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
、
一
般
粉
じ

定
粉
じ
ん
排
出
者
の
工
場
若
し
く
は
事
業
場
若
し
く
は
特
定
工

ん
発
生
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
若
し
く
は
特
定
粉
じ
ん
排
出

事
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
ば
い
煙
発
生
施
設
、
ば
い
煙
処
理
施

者
の
工
場
若
し
く
は
事
業
場
若
し
く
は
解
体
等
工
事
に
係
る
建

設
、
特
定
施
設
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
、
一
般
粉
じ

築
物
等
若
し
く
は
解
体
等
工
事
の
現
場
に
立
ち
入
り
、
ば
い
煙

ん
発
生
施
設
、
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
、
特
定
工
事
に
係
る
建

発
生
施
設
、
ば
い
煙
処
理
施
設
、
特
定
施
設
、
揮
発
性
有
機
化

築
物
等
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
物
排
出
施
設
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
、
特
定
粉
じ
ん
発
生

施
設
、
解
体
等
工
事
に
係
る
建
築
物
等
そ
の
他
の
物
件
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
環
境
大
臣
の
指
示
）

（
環
境
大
臣
の
指
示
）

第
二
十
八
条
の
二

環
境
大
臣
は
、
大
気
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健

第
二
十
八
条
の
二

環
境
大
臣
は
、
大
気
の
汚
染
に
よ
り
人
の
健

康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要

康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
第
三
十
一
条

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
第
三
十
一
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
に
対

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一

第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項

一

第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項

、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
十
七
条

、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
十
七
条

第
三
項
、
第
十
七
条
の
八
、
第
十
七
条
の
十
一
、
第
十
八
条

第
三
項
、
第
十
七
条
の
八
、
第
十
七
条
の
十
一
、
第
十
八
条
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の
四
、
第
十
八
条
の
八
、
第
十
八
条
の
十
一
、
第
十
八
条
の

の
四
、
第
十
八
条
の
八
、
第
十
八
条
の
十
一
、
第
十
八
条
の

十
六
、
第
十
八
条
の
十
九
並
び
に
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規

十
六
、
第
十
八
条
の
十
八
並
び
に
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
事
務

定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
事
務

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

第
三
十
三
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

第
三
十
三
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
七
条
第
三
項
、
第
十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
十
六

二

第
十
七
条
第
三
項
、
第
十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
十
六

、
第
十
八
条
の
十
九
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

、
第
十
八
条
の
十
八
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
命
令
に
違
反
し
た
者

る
命
令
に
違
反
し
た
者

２

（
略
）

２

（
略
）


